
最低制限価格

　下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加
を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選
定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さ
い。

品名

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

記

学校ファイアウォール用ログ解析装置賃貸借

納品場所

宇治市長　松村　淳子

賃貸借期間

本件は長期継続契約対象案件です。予定価格は５年分の合計金額です
。
本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する
事項」を熟読してください。

そ　の　他

賃貸借概要及
び条件

令和8年9月1日　～　令和13年8月31日　1826日間

宇治市デジタル政策課

令和8年7月8日(水)
入札予定

(担当課：契 約 課)

令和 8年 6月12日

学校ファイアウォールのログを解析する装置の更新

\7,561,680 無(税込)予 定 価 格

入札参加者に必要な資格・条件

次の①～②のすべてを満たすこと。
①参加資格者名簿登録
②リース実績（過去１０年以内かつリース期間３６か月以上）

入札参加表明書の受付

提出期限

提出場所

添付資料

令和8年6月18日(木) 午後 5時 00分 まで

郵便入札

リース実績調書

予定日

宇治市役所　西館４階入札室場　所

無 有（59回）部　分　払前　払　金

消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと消費税の扱い



説明会に替えて連絡する事項 

 

 

 

 

・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。 

 令和８年６月１２日（金）午前９時から 

令和８年６月２５日（木）午後５時まで 

 

・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出につい

ては、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してくださ

い。 

 

・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。 

 

・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご

使用ください。 

 

・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してく

ださい。宇治市ホームページ（https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html）

に掲載しています。 

 

・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に

記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールア

ドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレ

スに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提

出してください。 

 

・令和８年４月１日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。 

 



予定価格を超過して入札した者の取扱いについて 

 

 

○  本件の入札において予定価格を超過して入札をした者

は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名

しない場合があります。 

 

○  入札辞退者に不利益を課すことはありません。 



 

学校ファイアウォール用ログ解析装置賃貸借 仕様書 

 

 

１．品名 

 フォーティネットジャパン FortiAnalyzer 

 

２．商品および数量 

 

 FortiAnalyzer-300G 

型番：FAZ-300G-US 

数量：１台 

 

 ※冗長化電源モジュールのオプションを付帯すること（100V用電源コード含む）。 

 ※５年間の保守サービスを付帯すること。条件は以下の通り。 

  ・オンサイト保守（訪問対応） 

  ・平日 9:00～17:00受付 

  ・受付後 4時間以内の対応目標 

※冗長化電源モジュールオプションについても同条件・同期間の保守サービスを

付帯すること。 

 ※商品は新品・未使用のものを納入すること。 

 

３．納入場所 

 宇治市デジタル政策課 

 

４．納入期限 

 令和８年８月３１日 

 

５．賃借期間 

   令和８年９月１日 から 令和１３年８月３１日 まで 

 

６．支払条件 

発注者は契約代金総額の 60分の 1に相当する金額を、受注者の請求に応じて毎月

支払う。各月の支払いについては、当該月終了後の請求に応じて支払うものとし、

1円未満の端数が生じる場合は最終月（令和 13年 8月分）で調整するものとする。 

 

７．その他 

    ・機器に係る所有権は賃借開始日において賃貸人が有していること。 

 ・本件契約が上記賃借期間中絶えることなく継続された場合、契約満了後に本物件 

に係る所有権は宇治市に移転するものとする。なお、各種ソフトウェアについて 

も、リース契約が終了した時点以降においても、引き続き本市において使用でき



 

ることを条件とする。ただし、永続的使用権が提供されないライセンスについて

はこの限りでない。 

・本契約満了後の納入機器の撤去作業、産業廃棄物処理作業は含まない。 

・本件の賃借にかかる公租公課（固定資産税（償却資産）は、本市において処理す 

るものとする。 

 ・商品はすべて新品未使用のものを納入すること。 

・検収後においても、納入商品に重大な契約不適合があった場合は、受注者の負担 

で対応すること。契約不適合責任の期間は検収後１年間とする。 

・納入に際しては、担当課と調整を行い指示に従うこと。 

・納入作業にあたっては安全対策に十分に講じて、建物および搬送品を損傷しない 

よう留意すること。万一、損傷が生じた際は、速やかに発注者へ報告の上、 

受注者の責任で現状に復すること。 

・納入時に梱包材等の廃棄が必要になる場合には、受注者にて回収・廃棄すること。 

・本仕様書の公開から納入までの間に指定商品がモデルチェンジ、メーカーによる 

型番変更等の事由により納入できなくなった場合は、事前に発注者と協議を行

い承認を得た上で、同等以上の機能を有するの後継品で納入することを可とす

る。ただし、購入価格が上回ることになった場合においても、契約金額の改定は

行わない。 

・仕様書に定めのない事項、または仕様書について疑義が生じた事項については 

必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 


